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はじめに 
 

介護保険制度は、２０００年度の制度開始以来、社会状況の変化に対応した適切

な制度運営を行うため、３年ごとに事業計画の見直しを行っています。 

町田市は、全国と同様に少子・高齢化が進行し、１０年後の２０２５年には市民の

およそ３割が高齢者となることが推測され、持続可能な介護保険制度の運営には、

効率的・重点的な介護保険サービスの提供がより一層必要となります。 

このようなことから、市では「第６期町田市介護保険事業計画」（２０１５年度～

２０１７年度）を策定しました。 

本計画では、団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年を見据え、多様なサービ

スの組み合わせにより、高齢者が地域で自立した生活を続けることができる「地域

包括ケアシステムの推進」を図るべく、６つの基本施策を進めていきます。 

介護保険は、介護を必要とする方を社会全体で支え合う制度です。高齢者人口の

増加に伴い、要介護認定者数が伸びることで、介護保険サービスの提供に係る総事

業費が増加し、介護保険料の上昇は今後も避けられない状況となっています。今期

においては、市の介護給付費準備基金を活用することで、保険料の上昇を抑制して

おります。それぞれの所得に応じた負担にご理解いただきますようお願いいたしま

す。 

今後も、介護を必要としない生活、すなわち健康寿命の延伸を目指すとともに、介

護が必要となっても、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活していける環境づく

りを進めて参りますので、引き続き、ご理解とご協力をいただきますよう、お願いい

たします。 

後に、本計画の策定にあたり、貴重なご意見をお寄せ頂きました市民の皆様や、

高齢社会総合計画審議会委員をはじめとした関係各位に対し、心から厚くお礼申し

あげます。 

 

 
２０１５年３月 

 

 町田市長   石 阪 丈 一 
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計画の策定 

にあたって 
 

10 年後の２０２５年には、市民の概ね３割弱の

人が高齢者となる見通しです。第１章では、本

計画が、２０２５年を見据え、どのような背景
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計画の策定にあたって

第
１
章 

１ 計画策定の背景と目的 

（１）２０２５年の我が国の姿  

我が国の人口は、少子・高齢化が進み、現

在、人口減少局面に入っています。10 年

後の２０２５年には、人口規模の大きな団

塊の世代が７５歳以上の後期高齢者となる

ことから、医療や介護を必要とする高齢者

の大きな増加が予想されています。 

 

（２）町田市の２０２５年の姿 

町田市においても、２０２５年には、市

民の概ね３割弱の人が高齢者となり、その

うちの約５人に３人が後期高齢者となる見

通しです。 

「地域」全体で支え合い、地域資源※を活

かし、地域の特性に応じてきめ細かに対応

できる「地域包括ケアシステム※」が機能し

ているまちであることが必要です。 

（３）介護保険財政の健全な運営 

急速な高齢化による介護ニーズの高まりにより、介護保険サービスの提供に

関する総事業費が伸びることが想定されるため、介護保険事業の効率的な運営

のためには、町田市の実態に即した効果的な介護保険サービスを提供するよう

にしなければなりません。 

 

  

●町田市の姿 ２０２５年 

市民の３割弱が高齢者 

高齢者の５人に３人が後期高齢者 

医療や介護を必要とする 

高齢者の増加 

認知症高齢者約 700 万人へ 

高齢夫婦のみ世帯の増加

取り巻く環境の多様性 

医療・介護を 

必要とする人の増大 

●我が国の姿 ２０２５年 

団塊の世代が後期高齢者となる 

地域ごとの対応の必要性 



  

2 

計画の策定にあたって 

第
１
章 

（４）第６期介護保険事業計画のポイント 

２０１４年６月、国は新たに医療・介護

総合確保推進法※, ※１により、医療法、介護

保険法※等の関係法律の整備を行いました。

第６期介護保険事業計画においては、高齢

者が住み慣れた地域で自立した生活を送る

ことができるよう、「地域包括ケアシステム

の推進」を図るとともに、「介護保険の費用

負担の見直し」が求められています。 

 
町田市では、以上のような背景を踏まえて、介護保険法に基づき、２０２５年

を見据え第６期町田市介護保険事業計画（以下、「本計画」という）を策定します。 

 
 
 
 
 

２ 計画策定の基本理念 
 

本計画では、高齢者福祉計画の理念に沿って、 

「高齢者の尊厳が守られ、人生の豊かさが実感できるまち  

～地域で支えあい健やかで自分らしさを感じられるまちの実現～」 

を基本理念とし、計画を策定します。 

 

  

第６期介護保険事業計画 

のポイント 

医療・介護総合確保推進法 

※１ 医療・介護総合確保推進法：「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係
法律の整備等に関する法律」 

地域包括ケアシステムの推進 

介護保険費用負担の見直し 

医療法の改正 介護保険法改正
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計画の策定にあたって

第
１
章 

３ 計画の位置づけおよび期間 
 

本計画は、介護保険法第１１７条に基づき策定するもので、老人福祉法 

第２０条の 8 に基づく「町田市高齢者福祉計画※」と一体的な計画として策定

します。 

また、町田市の上位計画である「まちだ未来づくりプラン※」「町田市新５ヵ

年計画※」そして「町田市高齢者福祉計画」の理念に沿いながら、計画を策定し

ます。 

期間は、２０１５年度から２０１７年度までの３ヵ年を計画期間とします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

図表１－１ 計画期間 
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計画の策定にあたって 

第
１
章 

４ 介護保険制度の改正 

介護保険制度を持続可能とするための改正 

今回の介護保険事業計画に向けた介護保険制度の改正は、介護保険制度を

持続可能とするという考え方に基づき行われました。その内容は、「地域包括

ケアシステムの推進に向けた地域支援事業※の見直し」、「サービスの効率化・

重点化」「負担の見直し」、「介護保険サービスの見直し」の３つに整理されま

す。（P.65 参照） 

改正点のうち、地域支援事業の見直しについては、医療との連携など、地

域包括支援センター機能の強化に反映されています。（P.27～ 基本施策を

参照） 

 

５ 計画策定の方法 

（１）町田市高齢社会総合計画審議会 

本計画の策定にあたり、町田市高齢社会総合計画審議会において、全６回

の審議を行いました。 

（２）市民ニーズ調査 

市民の実態や意向等を踏まえた計画としていくために、２０１４年２月か

ら３月にかけて市民に対してアンケート調査を実施しました。 

（３）パブリック・コメント 

本計画案について、市民から幅広い意見を聴取するために、２０１４年 

１１月４日から２０１４年１２月３日までパブリック・コメント※を実施し

ました。 

（４）市民説明会 

本計画案について、市民へ説明を行うため、２０１４年１１月２３日に市

民説明会を実施しました。 

 

 


